
事前に拠点の登録をしておく

※福祉サービスの利用のない方は、障がい福祉課相談グループ又は基幹相談担当により相談を受付けます。

登録

登録

登録

②受入の調整等

①相談

③連携・バックアップ

【障害福祉サービス事業所】

障害者入所施設

短期入所

グループホーム

居宅介護事業所 など…


